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　年金請求時の相談業務の平準化及び裁定事務の迅速化を図るため、次に該当する方を対象に、社会保険
業務センターから受給権が発生する65歳・60歳に到達する３か月前に「裁定請求書」が送付されます。
又、受給資格が確認できない方には、60歳到達する３か月前に「年金に関するお知らせ（ハガキ）」が送
付されます。

※注意　65歳で老齢基礎年金を受給されるかたは、誕生日以降に裁定請求書を戸籍年金係までご持参く
ださい。
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○老齢基礎年金の受給資格を満たしており、65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権が発
生する方。

○老齢基礎年金の受給資格を満たしており、60歳に特別支給の厚生年金の受給権が発生する方。
○65歳到達者で、老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権が発生している方。
○60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているにもかかわらず、　年
金の請求がされていない方。

○社会保険業務センターで管理している記録では老齢基礎年金の受給資格が確認できない方。
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・幼児期（３歳～５歳）は、基礎的な動き（歩く、走る、跳ぶ、投げる）や平衡感覚や空間認知能力など
のバランス感覚が著しく発達する時期です。特に４～５歳では、個人差はあるものの、運動能力は大き
く向上します。

・小学校低学年（１～２年生）になると、さらに複雑な動作を行う能力も向上します。神経系の発達は６
歳頃までに成人の９割程度のレベルに達するとも言われていることから、この時期の身体活動へのかか
わりの有無が、その後の運動能力の発達に大きく影響を持つことになります。

・小学校中学年（３～４年生）は、身体の発達面では比較的安定した時期となり基礎的な動きがより洗練
されてきます。この時期は、思春期の発育の準備期でもあ
り、スポーツに対する興味が芽生え、運動する喜びや意義、
集団活動に不可欠な社会性に対しても理解を深められるよ
うになっています。

・小学校高学年（５～６年生）は人生でもっとも著しい思春
期の入り口と言われています。個人差はありますが、身長
が急速に伸びたり、内臓器官や骨、筋肉といった身体諸機
能の著しい発達がみられるだけでなく、精神面でも急速な
発達がみられるため「心身の成長の黄金時期」とも言われ
ています。

　保護者の皆さまは、子どもの心と身体と知性がバランスよく成長・発達するよう見守り、育て、働きか
けていくことが重要です。来月号以降で、気軽にできる運動・軽スポーツをご紹介します。

（文部科学省　子どもの体力向上のために　抜粋）ー和寒町青少年育成町民会議ー
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